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１１.長浜水道企業団（一部事務組合） 
 

１．設置団体・概要 

所 在 地   長浜市下坂浜町２４８番地２２ 
設 立   昭和３８年９月１日 

構成団体   長浜市（旧長浜市･旧びわ町･旧虎姫町・旧浅井町・旧湖北町） 

米原市（旧近江町）（２市） 

 長浜・近江 

・虎姫 
びわ 

浅井 湖北 

計画給水人口 85,100人 10,000人 16,470人 10,145人 

給水人口 

（H26.3.31） 
76,825人 7,138人 13,398人 8,820人 

計画１日 

最大給水量 
44,100㎥ 7,000㎥ 6,700㎥ 4,741.1㎥ 

水利権 48,000㎥／日 1,192.32㎥／日 － － 

 

２．議会の構成 

議員定数   １２人（各構成団体の長および議会議員） 

議 員 数   長浜市  １０人   米原市  ２人 

 

３．執行機関の組織 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業の経過 

昭和３８年１２月１３日  事業費７３０，０００千円６カ年継続事業として工事に着手 

昭和３９年１０月１５日  一部給水開始 

昭和４２年０４月０１日  地方公営企業法の改正により長浜水道企業団に改組、事業費を 

８８０，０００千円に増額 

昭和４４年０４月０１日  事業費９３０，０００千円に増額 

昭和４５年０３月３１日  創設工事全て竣工し、長浜市（除・八幡中山、新庄中）、近江町 

（除・宇賀野）、虎姫町全地域の配管工事終わる 

昭和５１年０５月１７日  事業費２，５７０，６２４千円８カ年継続事業として第１期拡張 

工事に着手 

昭和５６年０４月０１日  事業費２，９３３，８４９千円に増額 ６カ年継続事業に変更 

昭和５７年０３月３１日  第１期拡張工事完成 給水区域全域の配管工事終わる 

昭和５９年０４月２０日  事業費７１６，０００千円５カ年継続事業として第２期拡張工事 

に着手 

工務課 浄水課 

施設整備Ｇ 

 
管路保守・給水Ｇ 浄水Ｇ 

事務局 

企業長 

総務Ｇ 料金Ｇ 

営業課 総務課 

料金統一化検討 G 

昭和６３年０３月０６日  事業費７５６，０００千円に増額 

平成０元年０３月３１日  第２期拡張工事完成 

平成０２年０４月０１日  事業費２，３５０，０００千円６カ年継続事業として改良工事に 

着手 

平成０７年０３月３１日  豊公園配水場築造工事を中心とした改良工事完成 

平成０８年０４月０１日  検針にハンディターミナルを導入 

平成０９年０１月２４日  事業費２２０，０００千円で虎姫町配水場築造工事に着手 

平成０９年０４月０１日  事業費７３５，０００千円３カ年継続事業として施設整備事業に 

着手 

平成０９年１２月２４日  虎姫配水場築造工事完成 

平成１１年０４月０１日  地図情報システム導入 

平成１２年０４月０１日  事業費６４０，０００千円で近江配水場築造工事に着手 

平成１５年０４月０１日  コンビニエンスストアでの水道料金の受取を開始 

平成１６年０３月３１日  近江配水場築造事業完工 

平成２０年０２月２０日  米原市多和田、虎姫町三川に水質自動測定局を設置 

平成２１年１２月１４日  長浜市びわ上水道事業を経営統合 

平成２５年 ４月 １日  長浜市浅井上水道事業および湖北６簡易水道事業を経営統合 

 

 

５．水道料金 （１月につき１円未満の端数切り捨て） 

  ● 長浜市の一部（旧長浜市・旧虎姫町）、米原市の一部（旧近江町） 

    水道料金（税込み） 

用途別 
基本料金 超過料金 

基本水量 料金 超過水量 １㎥あたりの料金 

一般用 １０㎥まで １,２３４円 

１１㎥ から２０㎥まで １５４円 

２１㎥ から４０㎥まで １７６円 

４１㎥以上 １９０円 

業務用 １０㎥まで １,８５１円 

１１㎥ から１００㎥まで １８５円 

１０１㎥ から２５０㎥まで １９５円 

２５１㎥以上 ２００円 

 

適用基準 一般用 １．一般日常生活に必要な用途に水道を供するもの。ただし使用者が個 

０．人名以外となっているものには、適用しない。 

２．宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する宗教団体の用 

０．に水道を供するもの（ただし、同法第６条に規定する事業を行う団 

０．体を除く） 

３．自治会（区）の用に水道を供するもの 

４．その他企業長が認定するもの 

業務用 １．一般用以外の用に水道を供するもの 

 

メーター料（税込み） 

口径 ３０mm ４０mm ５０mm ７５mm １００mm １５０mm 

料金 ３８８円 ４４２円 ２,４８４円 ３,８８８円 ３,８８８円 ５,７２４円 
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１１.長浜水道企業団（一部事務組合） 
 

１．設置団体・概要 

所 在 地   長浜市下坂浜町２４８番地２２ 
設 立   昭和３８年９月１日 

構成団体   長浜市（旧長浜市･旧びわ町･旧虎姫町・旧浅井町・旧湖北町） 

米原市（旧近江町）（２市） 

 長浜・近江 

・虎姫 
びわ 

浅井 湖北 

計画給水人口 85,100人 10,000人 16,470人 10,145人 

給水人口 

（H26.3.31） 
76,825人 7,138人 13,398人 8,820人 

計画１日 

最大給水量 
44,100㎥ 7,000㎥ 6,700㎥ 4,741.1㎥ 

水利権 48,000㎥／日 1,192.32㎥／日 － － 

 

２．議会の構成 

議員定数   １２人（各構成団体の長および議会議員） 

議 員 数   長浜市  １０人   米原市  ２人 

 

３．執行機関の組織 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．事業の経過 

昭和３８年１２月１３日  事業費７３０，０００千円６カ年継続事業として工事に着手 

昭和３９年１０月１５日  一部給水開始 

昭和４２年０４月０１日  地方公営企業法の改正により長浜水道企業団に改組、事業費を 

８８０，０００千円に増額 

昭和４４年０４月０１日  事業費９３０，０００千円に増額 

昭和４５年０３月３１日  創設工事全て竣工し、長浜市（除・八幡中山、新庄中）、近江町 

（除・宇賀野）、虎姫町全地域の配管工事終わる 

昭和５１年０５月１７日  事業費２，５７０，６２４千円８カ年継続事業として第１期拡張 

工事に着手 

昭和５６年０４月０１日  事業費２，９３３，８４９千円に増額 ６カ年継続事業に変更 

昭和５７年０３月３１日  第１期拡張工事完成 給水区域全域の配管工事終わる 

昭和５９年０４月２０日  事業費７１６，０００千円５カ年継続事業として第２期拡張工事 

に着手 

工務課 浄水課 

施設整備Ｇ 

 
管路保守・給水Ｇ 浄水Ｇ 

事務局 

企業長 

総務Ｇ 料金Ｇ 

営業課 総務課 

料金統一化検討 G 

昭和６３年０３月０６日  事業費７５６，０００千円に増額 

平成０元年０３月３１日  第２期拡張工事完成 

平成０２年０４月０１日  事業費２，３５０，０００千円６カ年継続事業として改良工事に 

着手 

平成０７年０３月３１日  豊公園配水場築造工事を中心とした改良工事完成 

平成０８年０４月０１日  検針にハンディターミナルを導入 

平成０９年０１月２４日  事業費２２０，０００千円で虎姫町配水場築造工事に着手 

平成０９年０４月０１日  事業費７３５，０００千円３カ年継続事業として施設整備事業に 

着手 

平成０９年１２月２４日  虎姫配水場築造工事完成 

平成１１年０４月０１日  地図情報システム導入 

平成１２年０４月０１日  事業費６４０，０００千円で近江配水場築造工事に着手 

平成１５年０４月０１日  コンビニエンスストアでの水道料金の受取を開始 

平成１６年０３月３１日  近江配水場築造事業完工 

平成２０年０２月２０日  米原市多和田、虎姫町三川に水質自動測定局を設置 

平成２１年１２月１４日  長浜市びわ上水道事業を経営統合 

平成２５年 ４月 １日  長浜市浅井上水道事業および湖北６簡易水道事業を経営統合 

 

 

５．水道料金 （１月につき１円未満の端数切り捨て） 

  ● 長浜市の一部（旧長浜市・旧虎姫町）、米原市の一部（旧近江町） 

    水道料金（税込み） 

用途別 
基本料金 超過料金 

基本水量 料金 超過水量 １㎥あたりの料金 

一般用 １０㎥まで １,２３４円 

１１㎥ から２０㎥まで １５４円 

２１㎥ から４０㎥まで １７６円 

４１㎥以上 １９０円 

業務用 １０㎥まで １,８５１円 

１１㎥ から１００㎥まで １８５円 

１０１㎥ から２５０㎥まで １９５円 

２５１㎥以上 ２００円 

 

適用基準 一般用 １．一般日常生活に必要な用途に水道を供するもの。ただし使用者が個 

０．人名以外となっているものには、適用しない。 

２．宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に規定する宗教団体の用 

０．に水道を供するもの（ただし、同法第６条に規定する事業を行う団 

０．体を除く） 

３．自治会（区）の用に水道を供するもの 

４．その他企業長が認定するもの 

業務用 １．一般用以外の用に水道を供するもの 

 

メーター料（税込み） 

口径 ３０mm ４０mm ５０mm ７５mm １００mm １５０mm 

料金 ３８８円 ４４２円 ２,４８４円 ３,８８８円 ３,８８８円 ５,７２４円 
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  ● びわ（税込み） 

基本料金 

（口径別、基本水量１０㎥まで） 
超過料金 

口径 料金 超過水量 １㎥あたりの料金 

１３mm １，２３４円 １１㎥ から ２０㎥まで １４４円 

２０mm １，２８５円 ２１㎥ から ４０㎥まで １５４円 

２５mm ２，０５７円 ４１㎥ から１００㎥まで １６９円 

３０mm ２，６７４円 １０１㎥ から２５０㎥まで １８５円 

４０mm ４，１１４円 

２５１㎥以上 １９０円 ５０mm ６，１７１円 

７５mm １８，５１４円 

 

 

  ● 浅井（税込み） 

用途別 
基本料金 超過料金 

（１㎥あたりの料金） 基本水量 料金 

一般用 １０㎥まで ８２２円 

１２３円 

業務用 １００㎥まで １０,８００円 

 

 

  ● 湖北（税込み） 

基本料金 超過料金 

（１㎥あたりの料金） 口径 基本水量 料金 

１３mm １０㎥まで  ７５６円 

７５．６円 

２０mm ２０㎥まで １，５１２円 

２５mm ２５㎥まで １，８９０円 

３０mm ３０㎥まで ２，２６８円 

４０mm ４０㎥まで ３，０２４円 

５０mm ５０㎥まで ３，７８０円 

７５mm ７５㎥まで ５，６７０円 

 

６．施設の概要 

 長浜・虎姫・近江の施設 

○下坂浜浄水場 
水源        淀川水系 琵琶湖 

取水能力      ４８，０００㎥／日  

配水能力       ４４，１００㎥／日 

配水池       第１配水池    有効容量５，７００㎥ 

第２配水池    有効容量２，０００㎥ 

八条山第３配水池 有効容量 ２，０００㎥（１，０００㎥×２池） 

豊公園配水場   有効容量 ５，０００㎥ 

虎姫配水場（中野加圧所）有効容量 ５００㎥ 

近江配水場（近江加圧所）有効容量 １，０００㎥ 

非常用発電設備   自家発電機２台 

○虎姫加圧所 

長浜市森町 

○水質測定局 

長浜市三川、米原市多和田 

○配水管末圧力発信所 

長浜市小堀町、垣龍町、宮部町、米原市世継 

 

びわの施設 

○川道配水系 

水源     地下水 

取水能力   ４，８００㎥／日 

配水能力   ４，８３８．４㎥／日 

配水池    川道配水場 有効容量 １，８００㎥ 

○錦織配水系 

水源     地下水 

取水能力   ２，２００㎥／日 

配水能力   ２，２０３．２㎥／日 

配水池    落合配水場 有効容量 １，３６０㎥ 

 

浅井の施設 

○内保配水系 

水源     地下水 

取水能力   ３，３００㎥／日 

配水池    馬酔木配水池 有効容量 １，６８０㎥ 

○野村配水系 

水源     地下水 

取水能力   ２，７６０㎥／日 

配水池    七尾低区配水池 有効容量 １，２２１㎥   

七尾高区配水池 有効容量   ３７１㎥ 

○高山配水系 

水源     地下水 

取水能力   ６４０㎥／日 

配水池    千石谷配水池  有効容量   ３２０㎥ 

野瀬配水池   有効容量   ２５０㎥ 
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  ● びわ（税込み） 

基本料金 

（口径別、基本水量１０㎥まで） 
超過料金 

口径 料金 超過水量 １㎥あたりの料金 

１３mm １，２３４円 １１㎥ から ２０㎥まで １４４円 

２０mm １，２８５円 ２１㎥ から ４０㎥まで １５４円 

２５mm ２，０５７円 ４１㎥ から１００㎥まで １６９円 

３０mm ２，６７４円 １０１㎥ から２５０㎥まで １８５円 

４０mm ４，１１４円 

２５１㎥以上 １９０円 ５０mm ６，１７１円 

７５mm １８，５１４円 

 

 

  ● 浅井（税込み） 

用途別 
基本料金 超過料金 

（１㎥あたりの料金） 基本水量 料金 

一般用 １０㎥まで ８２２円 

１２３円 

業務用 １００㎥まで １０,８００円 

 

 

  ● 湖北（税込み） 

基本料金 超過料金 

（１㎥あたりの料金） 口径 基本水量 料金 

１３mm １０㎥まで  ７５６円 

７５．６円 

２０mm ２０㎥まで １，５１２円 

２５mm ２５㎥まで １，８９０円 

３０mm ３０㎥まで ２，２６８円 

４０mm ４０㎥まで ３，０２４円 

５０mm ５０㎥まで ３，７８０円 

７５mm ７５㎥まで ５，６７０円 

 

６．施設の概要 

 長浜・虎姫・近江の施設 

○下坂浜浄水場 
水源        淀川水系 琵琶湖 

取水能力      ４８，０００㎥／日  

配水能力       ４４，１００㎥／日 

配水池       第１配水池    有効容量５，７００㎥ 

第２配水池    有効容量２，０００㎥ 

八条山第３配水池 有効容量 ２，０００㎥（１，０００㎥×２池） 

豊公園配水場   有効容量 ５，０００㎥ 

虎姫配水場（中野加圧所）有効容量 ５００㎥ 

近江配水場（近江加圧所）有効容量 １，０００㎥ 

非常用発電設備   自家発電機２台 

○虎姫加圧所 

長浜市森町 

○水質測定局 

長浜市三川、米原市多和田 

○配水管末圧力発信所 

長浜市小堀町、垣龍町、宮部町、米原市世継 

 

びわの施設 

○川道配水系 

水源     地下水 

取水能力   ４，８００㎥／日 

配水能力   ４，８３８．４㎥／日 

配水池    川道配水場 有効容量 １，８００㎥ 

○錦織配水系 

水源     地下水 

取水能力   ２，２００㎥／日 

配水能力   ２，２０３．２㎥／日 

配水池    落合配水場 有効容量 １，３６０㎥ 

 

浅井の施設 

○内保配水系 

水源     地下水 

取水能力   ３，３００㎥／日 

配水池    馬酔木配水池 有効容量 １，６８０㎥ 

○野村配水系 

水源     地下水 

取水能力   ２，７６０㎥／日 

配水池    七尾低区配水池 有効容量 １，２２１㎥   

七尾高区配水池 有効容量   ３７１㎥ 

○高山配水系 

水源     地下水 

取水能力   ６４０㎥／日 

配水池    千石谷配水池  有効容量   ３２０㎥ 

野瀬配水池   有効容量   ２５０㎥ 
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湖北の施設 

○湖北西部簡易水道 

水源     地下水 

取水能力   １，４３０㎥／日 

配水池    有効容量 ８３６㎥（４２０㎥×１池、４１６㎥×１池） 

○湖北郡上簡易水道 

水源     地下水 

取水能力   ６４８㎥／日 

配水池    有効容量 ５１６㎥（６０㎥×１池、６３㎥×１池、３９３㎥×１池） 

○湖北東部北簡易水道 

水源      地下水 

取水能力    ８００㎥／日 

配水池    有効容量 ６８７㎥（２２０㎥×１池、４６７㎥×１池、） 

  ○山脇・河毛簡易水道 

水源     地下水 

取水能力   １７１㎥／日 

配水池    有効容量 １３０㎥（７５㎥×１池、５５㎥×１池、） 

○賀・小今簡易水道 

水源     地下水 

取水能力   ９７．５㎥／日 

配水池    有効容量 １１１㎥ 

○中部簡易水道 

水源     地下水 

取水能力   １，５９５㎥／日 

配水池    有効容量 ８９５㎥ 

１２.湖北広域行政事務センター  (一部事務組合) 

１．設立・設置団体等 

(1) 設立 

昭和 40年(1965年)4月 5日許可(滋賀県指令地第 332号) 

(2) 設置市 

長浜市、米原市  

(3) 事務所の位置 

滋賀県長浜市八幡中山町 200番地 

(4) 共同処理する事務 

(Ⅰ)一部事務組合を組織する地方公共団体(2市)に係る事務 

(a)一般廃棄物（し尿および浄化槽汚泥を除く。）のうち、管理者が指定する集積所に排出

されたものを収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設の設置、管理および運

営に関すること。（廃棄物処理法の規定による許可に関する事務を含む。） 

(b)し尿および浄化槽汚泥を収集し運搬すること、ならびにこれを処分する施設の設置、管

理および運営に関すること。（廃棄物処理法および浄化槽法の規定による許可に関する

事務を含む。） 

(c)火葬場の設置、管理および運営に関すること、ならびに霊柩車の運行に関すること。 

  

 

(Ⅱ)共同処理事務に係る各市の経費負担分賦基準 

経常経費          議員数割 10% 人口割 45% 実績割 45% 

可燃ごみ処理経費      均等割 1%    人口割 5%   実績割 94% 

ごみ建設経費        均等割 1%    人口割 5%   実績割 94% 

可燃・不燃ごみ収集経費   均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

分別ごみ収集経費      均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

最終処分場経費       均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

最終処分場建設経費     均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

し尿処理経費        均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

し尿建設経費        均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

広域斎場経常経費      均等割 1%     人口割 5%   実績割 94% 

 

伊香クリーンプラザ、余呉一般廃棄物最終処分場、木之本斎苑、余呉斎苑および西浅

井斎苑に係る経費は全額長浜市 

 

 

２．議会の構成 

議員定数 16人(設置市の議会議員) 

長浜市 12人 

米原市 4人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


